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第１章 総 則 

 

1 目 的 

  この基準は、消防法（昭和 23年法律第 186号）第 7条及び第 8条の 3の規定

に基づく消防同意及び防炎規制に係る審査並びに同法第 17条の 3の 2の規定に

基づく消防用設備等に係る届出の審査又は検査に必要な事項等を定め、防火対象

物の安全性向上に寄与することを目的とする。 

2 用語例 

 ⑴ 法とは、消防法（昭和 23年法律第 186号）をいう。 

 ⑵ 政令とは、消防法施行令（昭和 36年政令第 37号）をいう。 

 ⑶ 規則とは、消防法施行規則（昭和 36年自治省令第 6号）をいう。 

 ⑷ 危政令とは、危険物の規制に関する政令（昭和 34年政令第 306号）をいう。 

 ⑸ 危規則とは、危険物の規制に関する規則（昭和 34 年総理府令第 55 号）を

いう。 

 ⑹ 条例とは、志摩市火災予防条例（令和 3年志摩市条例第 2号）をいう。 

 ⑺ 建基法とは、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）をいう。 

 ⑻ 建基政令とは、建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）をいう。 

 ⑼ 建基規則とは、建築基準法施行規則（昭和 25年建設省令第 40条）をいう。 

 ⑽ 主要構造部とは、建基法第 2条第 5号に規定するものをいう。 
 ⑾ 耐火構造とは、建基法第 2条第 7号に規定するものをいう。 

 ⑿ 準耐火構造とは、建基法第 2条第 7号の 2に規定するものをいう。 

 ⒀ 防火構造とは、建基法第 2条第 8号に規定するものをいう。 

 ⒁ 不燃材料とは、建基法第 2条第 9号に規定するものをいう。 

 ⒂ 準不燃材料とは、建基政令第 1条第 5号に規定するものをいう。 

 ⒃ 難燃材料とは、建基政令第 1条第 6号に規定するものをいう。 

 ⒄ 防火設備とは、建基法第 2条第 9号の 2ロに規定するものをいう。 

 ⒅ 特定防火設備とは、建基政令第 112条に規定するものをいう。 

 ⒆ 避難階段とは、建基政令第 123条第 1項及び第 2項に規定するものをいう。 

 ⒇ 屋外避難階段とは、建基政令第 123条第 2項に規定するものをいう。 

 (21) 特別避難階段とは、建基政令第 123条第 3項に規定するものをいう。 

 (22) 認定品とは、規則第 31条の 4第 2項に規定する登録認定機関が認定を行っ

た消防用設備等又はこれらの部分である機械器具をいう。 

 (23) 令別表第 1とは、政令別表第 1に規定するものをいう 

 (24) 令 8区画とは、政令第 8条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁の区

画をいう。 

 (25) 同意事務処理規程とは、志摩市消防同意等の事務処理に関する規程（令和 3

年消防長訓令第 20号）をいう。 


